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授業案�　発達障害について
１	 対象

中学生・高校生

２	 授業のねらい

・	発達障害の特性について理解し、発達障害の本来的特性と、社会的不適応から生じた二次障

害との区別、障害における社会的障壁の考え方（医学モデルから社会モデルへ）について理

解する。

・	発達障害のある相手に対する差別的取り扱いが人権侵害に該当することを理解させ、差別・

いじめを防止する。

・	コミュニケーションを不得意とする生徒と、コミュニケーションの問題が生じた場合の解決

方法を考え、差別・いじめを防止する。

・	発達障害の生徒に対するいじめを正当化する言い分について、根拠をもって否定し、差別・

いじめを防止する。

傍観者にも、障害者差別解消法、障害者基本条約の理念等、（合理的配慮、インクルーシブ教育、

隔離の否定）等法制度上、合理的配慮をしないことが「差別」になることの理解、「排除」が端的

に差別であることを理解し、傍観者にもいじめが正当化されないことの理解を促す。

３	 授業の流れ
1限目
段階　
時間

○教師の主な発問・指示
◎学習内容

⇒生徒の反応
指導のポイント

導入　
15分

○自己紹介
◎生徒間のコミュニケーションの問題が生じている
ときに、「発達障害」という概念が持ち込まれた事
例の紹介【ワークシートの事例】

個人の特性だけでは「障害」
ではなく、社会的な障壁（マジ
ョリティによる無理解）により
障害となることを理解させる。

①　クラスメイトが、当初からAさんの議論を遮断
する理由（トラブルを避け、議論を効率的に進め
たいというクラスメイトの気持ちを検討する　）

・発達障害についての理解（5分）
・医学モデルと社会モデルの確認（5分）
・医学モデルと社会モデルによる事例の分析（5分）

発達障害のそれぞれの特性を
説明し、そのような特性は誰も
が多かれ少なかれ有しているも
のであることを理解させる。

展開　
30分

○「発達障害」であることを理由に、コミュニケー
ションの問題をAさんの問題とすることは正当
か。

差別により、人権侵害となる
こと、困りごとを解決する手段
を検討させる。時間の制約のあ
る場合は、③以外は挙手にする。
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①　クラスメイトの行動は差別か？その理由は？
	 講義・差別とは何か「見下し」と「遠ざけ」（10分）

差別、人権侵害とは何かを自
分なりに判断できるようにす
る。
差別・人権侵害とならないコ
ミュニケーションはどういうも
のかを検討させる。

②　Aさんの人権が侵害されていないか？
	 講義・人権とは何か「安心・自信・自由」（10分）
③　トラブルを避ける方法はないか？（10分）
	 グループワーク・挙手

まとめ　
5分

◎コミュニケーショントラブルを、「発達障害」で
あるとして一方的に他者に帰責させ、人権を侵害す
ることは差別で許されない。
コミュニケーションの齟齬は相互に解決すべき課題

発達障害を理由に他人を排除
することは、積極的な相手への
攻撃ではなくても、差別である
ことを意識させる。

2限目
導入　
5分

◎続きの事例紹介【ワークシート事例の続き】
・Aさんに、本来の特性ではない二次障害が生じて
いること
・B、Cの行為は差別であること
・B、Cの行為により人権侵害が生じていること

発達障害から二次障害が生じ
る仕組みを理解させる。

展開1　
20分

○ディスカッション（ワークシートの⑴と⑵のBと
Cの言い分を検討）（10分）

時間の制約上、すべてを発表
してもらうことは難しいため、
各設問ごとに2～3グループほ
どの発表とする。
いじめる側の良く主張される
言い分を検討し、それによって
いじめが正当化されないことま
で理解させる。

⑴いじりに過ぎないというB、C主張
⑵Aが悪いというB、Cの主張
○発表（5分）
○解説（5分）
⑴は、人権侵害はいじりとして正当化されないこと、
及びいじめ防止対策推進法の定義を確認する。
⑵は、Aが迷惑をかけているという点について、コ
ミュニケーショントラブルという点はマジョリティ
のルールの押し付けに過ぎないことを確認。押した
点は、Aは指導されるべきであるが、B,Cの行為が
正当化されるわけではないことを確認。また、二次
障害である点を確認。

展開2　
20分

○ディスカッション（ワークシートのクラスメイト
の言い分を検討）（10分）
⑶Aに対する不公平感
⑷Aは隔離すべきであるとの主張
○発表（5分）
○解説

平等原則、障害者権利条約、
障害者差別解消法の紹介を行
い、合理的配慮は実質的平等を
はかるものであることを理解さ
せる。
隔離により人権侵害が行われ
てきたことの歴史・国際的な視
点を利化させる。

⑶に対応する形で、障害者差別解消法と合理的配慮
⑷に対応する形で、障害者権利条約とインクルーシ
ブ教育を紹介。
隔離＝差別につながりうることの理解

まとめ
5分

○発達障害を「障害」にしているのは社会的障壁で
あること
○合理的配慮は障害者の人権を保障するものである
こと
○障害者を隔離する発想は人権侵害であること
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弁弁護護士士にによよるる授授業業  「「差差別別ににつついいてて考考ええよようう」」授授業業用用ワワーーククシシーートト  

 

 
事例 

• Ａは、小学生の時、クラスを飛び出してしまうことが頻繁にありました。 

• 仲良くなりたい人にいつもついて行き、相手に嫌がられることがありました。 

• 無言になってしまったりすることがある一方で、他方で、何かを思いついたときには、議論

がまとまりそうでもひたすら自分の意見を話し続け、自分の意見にこだわる一面もありま

す。Ａがいるとグループ活動が進まないときがあります。また、グループで行わなければな

らない課題も、Ａがいつも忘れてきて、話が進まないことがありました。 

•  クラスメイトは、そんなＡとグループになるのが嫌だと言っている子もいます。 

• 「私」も、そんなＡに苦手な気持ちを持っていました。 

• そんなある日、私は、Ａは「発達障害」らしいと聞きました。 

• 「私」も、クラスメイトの話を聞いて、Ａは発達障害の傾向があるようだと考えました。 

• Ａが発達障害だとのウワサが広まってから、クラスメイトの態度が変わり、中には、Ａがグ

ループのディスカッションで話しても、意見を聞いていなかったり、Ａが話始めようとして

も、話を切り上げたりします。 

• クラスメイトの中にはＡについて、あの人は「特性」あるからねと陰で話している人がいま

す。 
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弁弁護護士士にによよるる授授業業  「「差差別別ににつついいてて考考ええよようう」」授授業業用用ワワーーククシシーートト  

 

 
事例 

• Ａは、小学生の時、クラスを飛び出してしまうことが頻繁にありました。 

• 仲良くなりたい人にいつもついて行き、相手に嫌がられることがありました。 

• 無言になってしまったりすることがある一方で、他方で、何かを思いついたときには、議論

がまとまりそうでもひたすら自分の意見を話し続け、自分の意見にこだわる一面もありま

す。Ａがいるとグループ活動が進まないときがあります。また、グループで行わなければな

らない課題も、Ａがいつも忘れてきて、話が進まないことがありました。 

•  クラスメイトは、そんなＡとグループになるのが嫌だと言っている子もいます。 

• 「私」も、そんなＡに苦手な気持ちを持っていました。 

• そんなある日、私は、Ａは「発達障害」らしいと聞きました。 

• 「私」も、クラスメイトの話を聞いて、Ａは発達障害の傾向があるようだと考えました。 

• Ａが発達障害だとのウワサが広まってから、クラスメイトの態度が変わり、中には、Ａがグ

ループのディスカッションで話しても、意見を聞いていなかったり、Ａが話始めようとして

も、話を切り上げたりします。 

• クラスメイトの中にはＡについて、あの人は「特性」あるからねと陰で話している人がいま

す。 
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（１）クラスメイトがＡの意見を聞いていなかったり、Ａが話を始めようとしても、話を切り上げ

たりするのは、どんな気持ちのあらわれだと思いますか。 

 

 

 

 

 

（２）クラスメイトの扱いにはＡに対する差別意識があると思いますか。差別意識がある、差別意

識はない、からあなたの意見を選んで理由を考えください。理由を考えるときは「見下し」「遠

ざけ」の視点からも考えてみましょう。 

差別意識はある   ・    差別意識はない 

【理由】 

 

 

 

 

 

（３）クラスメイトの対応によりＡの人権（安心、自信、自由）はどうなっていますか。 

 

 

 

 

 

（４）（１）～（３）を考慮して、クラスメイトはＡと接するときどうしたらいいか検討してみよう。

 

 

 

  

  

事例（つづき） 

• Ａは、意見を無視されることが増えたためか、かんしゃくを起こす機会が増えました。忘れ物を

したときには、 Ｂ・Ｃが「みなさん！！Ａが、また忘れ物ですよ！！」とヤジを飛ばし、時に

は泣き出してしまう時もありました。 

• 学校の先生は、Ａがかんしゃくを起こした時は授業を休ませたり、忘れ物の期限も、ほかの子よ

り提出が遅れても認めたりしています。 

• そんなＡに対し、Ｂ･Ｃさんはすれ違ったときに、Ａさんに「今日はパニック起こしてない？」

「今日は忘れ物大丈夫？」と言って軽い調子でからんできます。 

• Ａは、ＢとＣを見ると隠れるようになりました。 

• あるときもＡがＢとＣを見て隠れていたところ、二人は発見してＡの前に立ちふさがり、「障が

い者！」「違う学校に行けよ。」「おまえ、迷惑なんだよ」と言い、ＡはとっさにＢを押してしま

いました。 

• Ｂ･Ｃは、いじっていただけでいじめではない、押された自分たちが被害者で、迷惑をかけてい

るＡこそが加害者だと主張しています。 

• クラスメイトは、Ａ･Ｂ･Ｃ状況を見ていますが、何か言う人はいません。 

クラスメイトの中には、なぜ先生はＡだけ特別扱いするのか、扱いが不平等だと話す人がいた

り、Ａは別の学校に行ったほうがお互い幸せであると話したりしている人がいます。 
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（１）クラスメイトがＡの意見を聞いていなかったり、Ａが話を始めようとしても、話を切り上げ

たりするのは、どんな気持ちのあらわれだと思いますか。 

 

 

 

 

 

（２）クラスメイトの扱いにはＡに対する差別意識があると思いますか。差別意識がある、差別意

識はない、からあなたの意見を選んで理由を考えください。理由を考えるときは「見下し」「遠

ざけ」の視点からも考えてみましょう。 

差別意識はある   ・    差別意識はない 

【理由】 

 

 

 

 

 

（３）クラスメイトの対応によりＡの人権（安心、自信、自由）はどうなっていますか。 

 

 

 

 

 

（４）（１）～（３）を考慮して、クラスメイトはＡと接するときどうしたらいいか検討してみよう。

 

 

 

  

  

事例（つづき） 

• Ａは、意見を無視されることが増えたためか、かんしゃくを起こす機会が増えました。忘れ物を

したときには、 Ｂ・Ｃが「みなさん！！Ａが、また忘れ物ですよ！！」とヤジを飛ばし、時に

は泣き出してしまう時もありました。 

• 学校の先生は、Ａがかんしゃくを起こした時は授業を休ませたり、忘れ物の期限も、ほかの子よ

り提出が遅れても認めたりしています。 

• そんなＡに対し、Ｂ･Ｃさんはすれ違ったときに、Ａさんに「今日はパニック起こしてない？」

「今日は忘れ物大丈夫？」と言って軽い調子でからんできます。 

• Ａは、ＢとＣを見ると隠れるようになりました。 

• あるときもＡがＢとＣを見て隠れていたところ、二人は発見してＡの前に立ちふさがり、「障が

い者！」「違う学校に行けよ。」「おまえ、迷惑なんだよ」と言い、ＡはとっさにＢを押してしま

いました。 

• Ｂ･Ｃは、いじっていただけでいじめではない、押された自分たちが被害者で、迷惑をかけてい

るＡこそが加害者だと主張しています。 

• クラスメイトは、Ａ･Ｂ･Ｃ状況を見ていますが、何か言う人はいません。 

クラスメイトの中には、なぜ先生はＡだけ特別扱いするのか、扱いが不平等だと話す人がいた

り、Ａは別の学校に行ったほうがお互い幸せであると話したりしている人がいます。 
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（１） Ｂ･Ｃの主張について、あなたはどう考えますか。 

① 「いじっていただけでいじめではない」という主張について 

 

 

 

 

 

 

②「押された自分たちが被害者で迷惑をかけているＡが加害者」という主張について 

 

 

 

 

 

 

（２） クラスメイトの考えについて、あなたはどう考えますか。 

①「なぜ先生はＡだけ特別扱いするのか」「扱いが不平等」というクラスメイトの主張について 

 

 

 

 

 

 

②「Ａは別の学校に行ったほうがお互い幸せである」という主張について。 
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